
様式１  申請に対する処分（審査基準・標準処理期限の設定）について  
輸入高圧ガス等の検査  

 
所管所属  消防チーム 

根拠条文  
 高圧ガス保安法第２２条（輸入）  
  高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府
県知事が行う検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限
りでない。  

 一～三 略  
 
審査基準  
 １（法律上の規定による基準）  
 高圧ガス保安法第２２条第２項  
  前項の検査においては、当該高圧ガスの性状及びその容器が経済産業省令で定
める技術上の基準に適合するときは、これを合格とする。  

 一般高圧ガス保安規則第４７条（輸入高圧ガスに係る技術上の基準）  
  法第２２条第２項の経済産業省令で定める技術上の基準は、高圧ガスに関する
内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等
以上のものと認める試験（試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行
うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格する
こととする。  

 液化石油ガス保安規則第４６条（輸入高圧ガスに係る技術上の基準）  
  略  
 冷凍保安規則第３２条（輸入高圧ガスに係る技術上の基準）  
  略  
 
２（審査基準）  
高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について  
（平成０９・０３・３１立局第１８号）  
 一般高圧ガス保安規則第４７条関係  
 「内容物確認検査に合格すること」とは、輸入する高圧ガスについて次に掲げ
る事項を確認することをいう。  

 （１）内容物であるガスが当該申請にかかるガスであること。  
 （２）容器に充てんされた圧縮ガス（アセチレンガスを除く。）にあってはそ

の圧力が当該容器の耐圧試験圧縮の３／５以下のものであり、液化ガス
にあってはその質量が法第４８条第４項の規定により計算して得られた
質量以下のものであること。  

 （３）規則第６条第２項第１号ハの（イ）（ロ）（ハ）及び（ニ）に該当する高
圧ガスでないこと。  

 （４）～（６）略  
 液化石油ガス保安規則第４６条関係  
「内容物確認検査に合格すること」とは、輸入する高圧ガスについて次に掲げ
る事項を確認することをいう。以下略  

  冷凍保安規則第３２条関係  
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